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◆小丸川堤防の除草工事により発生する刈草を、無償で提供いたします。

◆提供をご希望の方は、注意事項をご確認のうえ、高鍋出張所にてお申し込みください。

お申し込み方法

◆申込用紙に必要事項を記入し、
事前に、高鍋出張所へご提出ください。

◆申込用紙は、高鍋出張所にございます。

提供についての注意事項

◆除草スケジュールの都合により、
ご希望に添えない場合がございます。

（受取り時間や場所、草種、個数など）

◆梱包草の運搬は、申込者ご自身で
お願いいたします。

（積み込みは、お手伝いいたします）

◆転売等の営利目的での使用はできません。
梱包草の全てに責任をもって、ご使用ください。

（投棄等しないよう、お願いいたします）

除草工事で発生する します！梱包草を提供

大雨などによる河川の増水時や地震発生時に、

▲ 出水時巡視・排水ポンプ設置の様子 ▲

除草工事の実施に伴い、近隣や河川利用の皆さまには、いろいろとご迷惑をおかけします。

をはかるために、宮崎河川国道事務所では災害時協力会社と協定を結んでいます。

すばやい状況把握・的確な災害への対応

災害協力会社との協力・連携で被害の軽減を目指します

作業は細心の注意を払って行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



小丸川ゴミマップダメゼッタイ！不法投棄！！
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宮崎河川国道事務所の

ＨＰに掲載しています

◆高鍋出張所では、

なっています。

ゴミの不法投棄をなくし

小丸川の自然環境を

皆で守っていきましょう！

小丸川の工事進捗状況！！小 丸 川 の 工 事 情 報 ！ ！

今年度も工事を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をおねがいいたします。

お 問 い 合 わ せ 先お 問 い 合 わ せ 先

管 理 区 域

河川・発行元

高 鍋 出 張 所
国土交通省

〒884-0005 高鍋町大字持田字宮越下1755-9

ＴＥＬ：(０９８５)６９－３６８８

宮崎河川国道事務所

ＦＡＸ：(０９８３)２２－１３２７

小丸川 河口～比木橋上流

宮田川 本川合流点～二本松橋

管 理 区 域

国道１０号・２２０号

宮崎維持出張所
国土交通省

〒880-0121 宮崎市大字島之内7180-1

ＴＥＬ：(０９８５)６９－３６９９

宮崎河川国道事務所

ＦＡＸ：(０９８５)３９－１１９１

国道10号 都農町～宮崎市富吉

国道220号 宮崎市橘通～宮崎市小内海

宮崎河川国道事務所
ＨＰはこちら

宮崎河川国道事務所 検索

（木城町椎木地区）

※宮越地区の排水の様子

大雨などによる家屋浸水

◆河川では不法投棄が絶えず
発生しており、悩みの種と

河川・堤防・水門等の確認や

自然環境の情報収集のために

河川巡視を行っています。

被害の軽減を目的とした、

排水ポンプを設置します！

設置中です！

として、

木城町が運用することの

※排水ポンプは、木城町が運用
します。

堤防 浸透対 策工事

◆台風や大雨などにより河川
の水位が上昇し堤防に川の
水がしみ込むと堤防が脆く
なって崩れる危険性が高ま
ります。

◆その現象を防ぐための工事
を、令和４年度から木城町
椎木地区で実施しておりま
したが、令和５年度に完了
しました。

完 了 箇 所
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